
広報おうめ　　 ．　  ．　　（７）

健康 ・福祉保険 ・年金 ・税金

５ ２ １

　定期接種の対象者は毎年度変わ

ります。また、該当の生年月日の方

でも、過去に２３価の肺炎球菌ワ

クチンを接種済み（全額自己負担

の場合を含む）の場合は本制度を

使って接種することはできません。

対 象者　令和５年４月1日時点で、

６５歳、７０歳、７５歳、８０歳、

８５歳、９０歳、１００歳

※ 対象者には、令和４年４月に下

の封筒で送付済み。

グループワーク

少人数で自分や人の気持ちの理解につ

いてグループワークを行います。

日 時　３月１日（水）　午前１０時～１１時

３０分

会場　健康センター３階

対象　市内在住・在勤の方　

定員　先着６人（予約制）

服装・持ち物　筆記用具、飲み物

申 し込み　電話☎２３－２１９１で健康

センターへ

街頭キャンペーン（希望者のみ）

　職員と一緒にリーフレット配布を行い

ます。

日 時　３月１６日（木）　午後３時２０分

～４時４０分（雨天時は１７日に延期）

会場　ＪＲ河辺駅周辺

日 時　３月４日（土）　午前９時３０

分～正午

会場　市役所２階会議室

対象　当日６４歳以下の方

内 容　食習慣の見直しと運動実践

を行います。一緒に自分の体と

向き合ってみましょう。

講 師　管理栄養士　高水秀美氏、

健康運動指導士　森田ひろみ氏

定員　先着３０人（予約制）

服 装・持ち物　運動のできる服装、

室外用運動靴、飲み物、筆記用

具

申 し込み ２次元コードまたは電

話☎２３－２１９１で健康セン

ターへ

高齢者肺炎球菌ワクチン
予防接種

支えあい講座（２回講座）

～気持ちについて考えよう～
女性の健康セミナー

問 健康センター☎２３－２１９１

自殺予防講座

予診票の利用期限は３月３１日

日 時　３月４日（土）　午後

２時～４時

会場　市役所２階会議室

対象　市民

内 容　女性の体調の変化に役

立つお薬について分かりや

すくお話しします。

講 師　青梅薬剤センター薬局

薬剤師　斎藤章代氏

定員　先着３０人（予約制）

持ち物　筆記用具

申 し込み ２次元コードまた

は電話☎２３－２１９１で

健康センターへ

女性のライフサイクルに
合わせた薬との付き合い方

今よりもっと素敵になるために

歩くと足が痛いとき

市立総合病院循環器内科副部長　宮崎　徹

　歩くことは健康の基本であり、歩数計で記録をつけたり、最

近はスマホのアプリを利用して楽しみながら運動されている方

も増えていると思います。ある一定の距離を歩くと、途中でふ

くらはぎやふとももの筋肉に痛みやしびれがでて歩行が次第に

困難になり、しばらく休息すると治まる症状のことを「間
かんけつ

欠性

跛
は こ う

行」といいます。一緒に歩く人のペースについていけなくなっ

た、旅行したいが距離を歩けず困っていた等、外来相談に来る

患者さんはすでに何ヶ月も前から気づいていたものの、徐々に

悪くなって受診することが多くみられます。

　原因として神経性と血管性の２種類の疾患がありますが、閉

塞性動脈硬化症という病気が原因の場合、全身の動脈硬化が進

行していることが多く、狭心症や脳梗塞などを罹
り か ん

患する、もし

くはすでにわずらっている可能性もあります。閉塞性動脈硬化

症と診断された患者さんの治療方法は内服が基本となります。

　生活習慣病に対する治療を行い、運動療法でも足の痛みが変

わらない場合、専門的な治療方法を提示しますので、心当たり

のある症状をお持ちの方は、かかりつけの先生にご相談ください。

青梅市医師会健康コラム９７

※ １１月８日以降に武田社ワクチン（ノババックス）を、

３回目以降の接種として受けている場合は、オミクロン

株対応ワクチンを接種できません。

今後の予定や最新情報は市ホームページをご覧ください。

年齢 内容

１２歳以上

オミクロン株対応ワクチン（１人１回）※
２月の集団接種（予約制）
昼間…４日（土）、１２日（日）、２５日（土）
夜間…１７日（金）

５～１１歳

小児用ファイザーワクチン
２回目は通常３週間空けて接種。その後５か月以上空けて
追加接種△

５～７歳…市内実施医療機関での接種△

８～１１歳…集団接種会場での接種

生後６か月
～４歳

乳幼児用ファイザーワクチン
２回目は通常３週間空けて接種。その後８週間以上空けて
３回目を接種△

市内実施医療機関での接種

新型コロナウイルスワクチン接種
問 市コールセンター☎０１２０－８４０－０８５

健康 ・福祉

障害者控除対象者認定書の発行

問　健康センター☎２３－２１９１

認定基準 控除の種類 認定区分
控除額

所得税 市・都民税

要介護１～５に認定され、要介護認定資料の主治医意見書または
認定調査票に記載されている日常生活自立度が基準に該当する方

または
医師の診断書等により、基準に該当することが確認できる方

特別障害者
控除

６か月以上寝たきりの状態にある方
４０万円 ３０万円

身体障害者手帳１・２級または愛の手帳１・２度に準ずる方

障害者控除 身体障害者手帳３～６級または愛の手帳３・４度に準ずる方 ２７万円 ２６万円

認 定基準日　申告の対象となる年の１２月３１日（年の途中で亡くなった場合は、亡

くなった日）

申請できる方　本人またはその扶養者

申 請方法

△

直接…申請書に必要事項を記入して高齢者支援課（市役所１階）へ

△

電子申請…２次元コードから（パソコンによる申請も可）

必要書類

△

障害者控除対象者認定申請書

△

介護保険被保険者証

△

 基準日現在の要介護区分の分かるものおよび主治医意見書の写し（市内の老人施設等の

入所者で、介護保険の保険者が青梅市以外の市区町村の場合）

△

所定の診断書（要介護認定を受けていない方）

※ 発行までに１週間程度（介護保険の保険者が市外の場合はさらに数日）かかります。

※診断書の作成には各医療機関が定める費用が別途かかります。

障害者手帳を持っている

確定申告で障害者控除を申告する方へ

申請の要・不要チェックフロー

手帳を使って障害者控除を

申告することができます。

申請することで障害者控

除を申告するための認定

書を発行します。

障害者控除は受

けられません。

はい

はいいいえ

いいえ

認定基準日時点で６５歳以

上の市民かつ下表の基準を

満たしている

フィーチャーフォンＰＣ・スマホ

友達登録は
こちらから


